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講演の内容

•建設資材リサイクルの意義
• 廃棄物排出量、再資源化・縮減量、最終処分量

• 建設リサイクル推進計画～「質」を重視するリサイクルへ

•循環資材の利用推進と制限・管理
• 「廃棄物」とは？

• エコマーク

• 道府県リサイクル認定制度

•道府県リサイクル認定制度の仕組みと課題



廃棄物総排出量の推移

3環境省 (2014) 日本の廃棄物処理の歴史と現状



建設廃棄物の排出量、再資源化・縮減量、最終処分量の推移

4国土交通省平成30年度建設副産物実態調査結果
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建設リサイクル推進計画2020 ～「質」を重視するリサイクルへ
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認定制度の
役割が大
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（１）建設副産物の高い資源化率の維持等、循環型社会形成へのさらなる貢献

認定制度の
役割が大



再生資材の利用推進 と 制限・管理

利用を制限・管理利用を推進

リサイクルは
重要！

制限・管理が
重要！

天然資源消費量の節約

有害物質等が環境中に
悪影響を及ぼすおそれ
はないか？

両者バランスが重要

資源採取に伴う
環境破壊の抑制

最終処分場消費
容量の節約

ぞんざいに扱われるおそれ
はないか？
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廃棄物処理法上の廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和二十九年法律第七十二号）

• 第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、
収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
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放置されるなどしてぞんざいに扱われ、かつ、その状態が続けば生
活環境の保全や公衆衛生上、支障を来たすおそれのある怪しいも
のは、廃棄物処理法の対象とする廃棄物として管理することが必要。



廃棄物処理法上の廃棄物とするかしないか

• 法の廃棄物として扱う場合
• 廃棄物として適切に処理する。自ら処理、委託処理
• 適切な処理のための費用が発生する。
• 委託業者は、認可を受けている必要がある。
• 委託業者は、最終処分しても良いし、再生処理して有効活用しても良い
• 排出事業者は、委託した責任がある。

• 法の廃棄物としない場合
• 材料や製品として管理し、再生資源、再生製品として利用する。

• 循環資源が廃棄物かどうかは、誰が判断する？
• 産業廃棄物は、都道府県が管轄
• 一般廃棄物は、市町村が管轄
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1.物の性状：利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全
上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係
る関連基準（例えば土壌の汚染に係る環境基準等）を満足すること、その性状についてJIS規格等の

一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理
がなされていること等の確認が必要であること。

2.排出の状況：排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理が
なされていること。

3.通常の取扱い形態：製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常
は認められないこと。

4.取引価値の有無：占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当
該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金
品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって
営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績が
あること等の確認が必要であること。

5.占有者の意思：客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し
若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められない
こと。（以下略）。

廃棄物該当性判断のための5つの要素（国の指針）
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環境省：行政処分の指針について（平成25年3月29日環廃産発第1303299号）

「総合判断説」

5項目すべてを満たさなければならないのではなく、
適切に勘案して総合的に判断するもの。
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副産物（循環資源）はいつから非廃棄物か？

【非廃棄物】

【廃棄物】

処理 有効活用材料/製品

材料/製品

副産物

副産物

副産物

材料/製品

類型A

類型B

類型C 処理

処理

有効活用されているものは
廃棄物ではない

自ら処理 又は
廃棄物処理業者に委託



リサイクル品認定制度

• 2001年のグリーン購入法施行により，地方公共団
体等には，環境物品等の調達方針の作成および当
該方針に基づいて物品等の調達を行うよう努力義
務が課せられた．

• これを受けて，多くの都道府県では環境物品等の普
及促進および環境物品等に関する情報の提供を行
うことを目的とし，リサイクル製品認定制度の構築を
進めている．

15播磨咲織 (2013) リサイクル製品認定制度における審査の実態と申請・認定件数の違いの要因に関する研究，滋賀県立大学卒業研究論文



リサイクル品認定制度

• 道府県等の域内で製造もしくは販売されるリサイクル資材
・製品について，その品質および環境安全性について基準
を満たしたものを、道府県等が、リサイクル資材・製品に認
定する制度。

• 域内のグリーン調達の促進を目的

– 公共事業の工事発注の仕様書などに率先利用を記載

– 多くは，年1～2回、製品の募集，関連部局および審査会（学識
経験者，事業者，市民）などでの審査，認定製品として登録

– 主として，公共事業等で優先的に利用される仕組みを目指す

– 地域企業の製品に限られることが多い

– 各道府県で個別の基準

16宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)



リサイクル認定品の例

• 土木建築資材
– 骨材，砕石，路盤材，アスファルト製品，埋戻・盛土材，土壌改良材・地盤改良
材，型枠材，コンクリート二次製品，インターロッキングブロック・舗装用コンクリ
ート平板・タイル・ゴムブロック，木質系舗装材・園路舗装材・透水性舗装材・保
水性舗装材，木質系土木資材・合板・木質パネル・木製工作物・木工品 など
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かながわリサイクル認定製品HPより

宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)



全国のリサイクル品認定制度
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北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県
福島県 茨城県（2制度） 栃木県 埼玉県 神奈川県（2制度）
長野県 富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 福井県 滋賀県 大阪府 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県
香川県 愛媛県 高知県 福岡県（2制度） 北九州市
佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県* 鹿児島県
沖縄県 （*産廃協会．他，検討中1県，廃止1県）

40道府県でリサイクル製品の認定制度が実施

平成8年福島県，平成9年岐阜県，平成10年石川県

⇒全国的に展開

宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)



認定審査（確認）項目の例

• 年間生産量(販売量）
• 製造する事業所
• 販売場所
• 原材料（循環資源の種類，県内割合，利用割合）
• 製品の仕様
• 関係法令，基準の適合
• 品質： JIS，JAS，エコマーク等取得の有無
• 環境安全性： 土壌環境基準など
• 立ち入り検査，品質試験等継続確認など

19宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)



品 質

• JIS・JAS 39制度

• エコマーク 29制度

• グリーン購入の方針

• 国の共通仕様書

• 自治体の共通仕様書

• その他公的機関の基準

• 品目別個別基準

• その他知事の認めるもの
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品質基準の例(鹿児島県）

ア 鹿児島県環境物品等調達方針に、品質等
に関する基準が規定されている場合は、そ
の基準を満たしていること

イ 次に掲げる基準のいずれかを満たしてい
ること

(ア) 日本工業規格（ＪＩＳ）
(イ) 日本農林規格（ＪＡＳ）
(ウ) エコマーク認定基準
(エ) その他公的機関等が定める基準
ウ 土木建築資材については鹿児島県土木工
事共通仕様書等、県の発注工事に使用で
きる資材の基準に適合していること

宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)



環境安全性

• 土壌環境基準

• 特別管理廃棄物除外

• ダイオキシン特措法

• 品目別個別基準

• その他知事が認めるも
の

環境安全性に関する基準と評
価方法は援用が多い

21

環境安全性に関する表記例（鹿児島県）
特別管理廃棄物
特別管理産業廃棄物を原材料として使用していないこと
有害物質
ア 環境基本法（平成５年法律第91条）第16条第１項の規定
による土壌の汚染に係る環境基準（溶出量）を満たしている
こと
イ 土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）
第31条第１項（溶出量）及び第２項（含有量）の規定による基
準を満たしていること
ダイオキシン類
ダイオキシン類特別措置法（平成11年法律第105号）第７条
の規定により定められた、ダイオキシン類による大気汚染、
水質汚濁及び土壌汚染に係環境基準(平成11年12月27日環
境庁告示)を満たしていること

宮脇健太郎 (2017) リサイクル製品認定制度の普及と課題、鹿児島県産業廃棄物協会 産業廃棄物リサイクル推進セミナー (一部修正)



優先利用のための方策

• 特記仕様書に優先利用を明記 (16)

• 発注部局の発注・利用実績を把握 (13)

• 総合評価、工事成績評定等への加点等 (4)

• モデル工事を選定 (2)

• 発注部局と懇談会を設定 (7)

• 発注部局を対象に、製品説明会を実施 (1)

22全国産業廃棄物連合会 (2014) 都道府県におけるリサイクル製品優先利用の取組状況調査報告書



課 題

• リサイクル資材・製品の課題
– 価格が一般製品よりも高い場合がある。
– 供給可能量が十分でない場合がある。
– 十分に知られていない場合がある。

• 認定制度の課題
– 適切な品質基準の設定と審査体制の維持
– 認定資材・製品数の維持、向上

• 優先利用ルールの中で、新規品目への対応の難しさ

– 周知のための活動の活発化

• 制度を発展させながら、
リサイクル資材・製品の利用拡大を図る！

23全国産業廃棄物連合会 (2014) 都道府県におけるリサイクル製品優先利用の取組状況調査報告書 を元に作成



リサイクル資材・製品認定制度の意義

• 循環型社会の形成推進に向けて、リサイクル資材・
製品の利用推進を地方公共団体（主に道府県）が
率先して提唱

• 廃棄物由来の資材・製品の廃棄物非該当性を地方
公共団体（主に道府県）が公式に認定

• 制度の運用により、リサイクル資材・製品の製造や
利用の状況を把握、品質の確保・向上

24



ご静聴ありがとうございました


